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第３次網走市行政改革推進計画 

 

 

第１ はじめに 

 

網走市はこれまで、平成１０年度に行政改革推進計画を策定して以降、平成２２年度

まで２次にわたって行政改革に取り組んできた。    

平成１０年２月に策定した「網走市行政改革推進計画（計画期間：平成１０年度～平

成１９年度）」では、「新しい時代にふさわしい、市民主体の行政運営」を目指し、組織

改革、職員数の削減に積極的に取り組み、その後の三位一体改革等への対応についても、

平成１４年度策定の「網走市財政再構築プラン（計画期間：平成１５年度～平成１９年

度）」、平成１６年度策定の「網走市財政リニューアルプラン（計画期間：平成１７年度

～平成２１年度）」などによる予算編成手法の見直し、中期的な財政の管理運営等の仕

組みを取り入れながら事務事業の見直し、財政の健全化に取り組んできた。 

さらに平成１８年度策定の「第２次網走市行政改革推進計画（計画期間：平成１８年

度～平成２２年度）」では、総合計画に示される「目指す網走市の姿」の実現に向け、

職員数の削減やアウトソーシングを含めた組織のスリム化、事務事業や補助金・負担金

の見直し、使用料・手数料の改定など、財政の健全化に取り組む一方、図書館の祝日開

館の試行をはじめ、電話予約サービスによる住民票の写し・印鑑登録証明書の業務時間

外の交付など、市民サービスの向上に取り組んできた。 

この結果、一定水準の市民サービスの提供を保ちながら、平成１５年度から平成２２

年度までの８ヵ年度においては、基金の取り崩しをすることなく決算することができ、

財政の健全化の面で一定の成果を上げるとともに、地域活性化の取組みや市民ニーズに

対応した各種施策の推進に努めてきたところである。 

しかし、長引く景気の低迷により税収が伸び悩む中、平成２２年度に三位一体改革前

の水準まで回復した地方交付税は、少子高齢化による社会保障費の増大、さらに東日本

大震災に係る復興費の影響などにより、今後増額が見込まれるような状況にない。 

また、本市では、小中学校の耐震化をはじめとする新たな防災対策の構築、廃棄物処

理施設の建設など、様々な懸案事項を抱えている。 

こうしたことを踏まえ、自主・自立・自助と相互扶助をまちづくりの基本として、さ

らなる行政改革の指針となる「第３次網走市行政改革推進計画」を新たに策定し、なお

一層の「財政の健全化」及び「市民満足の向上」に取り組むものとする。 
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１ 第２次網走市行政改革推進計画による取組みの検証 

平成１８年度から平成２２年度までを計画期間とする「第２次網走市行政改革推進計

画」では、５ヵ年で約２８億円の収支不足が見込まれ、単年度５～６億円程度の恒常的

な収支不足が生じるものと試算されたことから、計画期間中の行政改革効果額の目標を

約２３億円とし、職員数の削減などによる総人件費の抑制、事務事業や補助金・負担金

の見直し、使用料・手数料の改定など、財政健全化の取組みを進めてきた。 

その結果、平成１８年度から平成２２年度までの行政改革効果額は２２.５億円、市債

残高も１１１.５億円の減額を達成し、財政状況の改善に一定の成果を上げた。 

 ◆ 計画期間中の行政改革効果額     （単位：百万円） 

区 分 行政改革効果額 

総人件費の抑制 ６７５  

歳出削減の取組み １，００８  

歳入確保の取組み ８１  

財政負担の平準化 ４８９  

計 ２，２５３  

 

２ 今後の中期財政収支見通し 

第３次行政改革を取り組むにあたり、平成２３年度一般会計当初予算を基準に、平成

２３年度から平成２７年度までの５ヵ年の中期的な財政収支の試算を行った。 

試算では、５ヵ年で約２７億円の収支不足が見込まれ、単年度で６億円前後、最大約

１１億円の収支不足が生じる見通しとなった。【別表】 

平成２３年度末の取り崩し可能な基金残高は約２２億円の見込みであるため、試算の

とおり推移すると、平成２７年度以降は赤字決算を余儀なくされ、財政運営に支障をき

たすこととなる。 

 

 

第２ 計画の基本的事項 

 

（１）基本的な考え方 

  本計画は、総合計画に示される「豊かなオホーツクに活気みなぎるまち 網走」の実現

に向け、今後予想される行財政環境の変化に柔軟かつ的確に対応し、地方分権型社会に

おける自立したまちづくりを進めていくため、既存の施策や事務事業をゼロベースの視
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点で見直し、施設を含めた事務事業のスクラップ・アンド・ビルドを徹底し、「持続可

能な財政運営の確立」と「市民満足の向上」を基本に進めるものとする。 

 

（２）計画期間 

  本計画の期間は、平成２３年度から平成２７年度までとする。 

 

 

第３ 財政健全化の取組み 

 

１ 取組みの方向性 

中期財政収支見通しで明らかとなった５ヵ年で約２７億円の収支不足については最大

限の圧縮を図り、圧縮後の収支不足については基金を活用することとするが、平成２７

年度末の取り崩し可能な基金残高の水準を、平成２３年度末見込み残高の５割以上を確

保する。 

 

２ 具体的取組み内容 

 

（１）総人件費の抑制    

 ① 人件費の見直し    

一般職の給与削減を実施するほか、期末勤勉手当に係る役職加算の５０％凍結を継続

して実施する。 

 

 ② 職員数の削減 

原則として、計画期間中の退職者にかかる職員の補充は、現業職は不補充とし、アウ

トソーシングの推進や、嘱託・臨時・パート職員の配置により対応する。 

これにより、平成２７年４月の職員数は３５３人、平成２３年４月の職員数３５９人

と比較し、６人の減（△１.７％）を目指す。 

 ◆ 計画期間中の職員数の見込み 

 H23.4 H24.4 H25.4 H26.4 H27.4 

職員数 359人 358人(△1) 358人(△1) 355人(△4) 353人(△6) 

  ※カッコ内は、H23.4との比較 
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 ◇ 参考「職員数の推移」 

 H15.4 H16.4 H17.4 H18.4 H19.4 H20.4 H21.4 H22.4 

職員数 425人 404人 395人 385人 376人 362人 363人 359人 

 

（２）公共施設の見直し 

 ① アウトソーシングの推進 

これまで、各種業務の民間委託をはじめ、「公の施設」全７４施設のうち、３４施設

を指定管理者制度による管理運営を行うなど、積極的にアウトソーシングに取り組んで

きた。 

今後も、効率的かつ効果的な公共施設の運営や維持管理を行うため、民間の能力やノ

ウハウを幅広く活用することにより、市民サービスの向上と経費節減を図ることを目的

として、指定管理者制度による管理運営をはじめ、業務の民間委託及び民営化を推進す

る。 

 ◆ 主な内容 

  ア 当面直営とするが、将来的に指定管理者制度導入を検討する施設 

施  設  名 

市営住宅、北児童館、西児童館、つくし児童センター、潮見児童センター 

 

  イ 当面直営とするが、将来的に民営化を検討する施設 

施  設  名 

静湖園、たんぽぽ保育園、すずらん保育園、ひまわり保育園 

 

  ウ 民間への業務委託を拡大する施設 

施  設  名 

オホーツク・文化交流センター[舞台技術業務]、市民会館[受付・管理人業務、舞台

技術業務] 

 

 ② 公共施設等の統廃合 

老朽化した施設は、今後、維持管理費の増大が見込まれ、財政運営に多大な負担とな

ることから将来的に建物を除去し、機能を他の既存施設等に移転・統合するなど、公共

施設等の統廃合を推進する。 
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 ◆ 主な内容 

  エ 施設の老朽化に伴い廃止する施設（機能は他の施設に移転） 

施  設  名 

つくし保育園 

 

  オ 施設の老朽化に伴い、将来的に建物を除去する施設（機能は他の施設に移転・統合） 

施  設  名 

女性センター、市民活動センター、こども福祉センター、ふれあい活動センター、

旧網走高校 

 

（３）歳出削減の取組み 

 ① 事務事業の見直し 

  全ての事務事業について、「事務事業の見直し方針」に基づき、事業の必要性、効果、

効率を検証し、事業の休廃止、縮小、手法の変更など、徹底した見直しにより単年度で

１億円の削減を図る。 

 

 ② 予算執行過程における縮減 

  予算執行過程において、さらなる努力と工夫により単年度で２.２億円の事務事業費の

縮減を図る。 

 

（４）歳入確保の取組み 

 ① 市税等の徴収強化 

  市税、各種使用料、利用者負担金などの徴収強化や徴収率向上により歳入確保を図る

とともに、新たな方策を検討する。 

 ◆ 主な内容 

  ア インターネット・オークションの活用や強制執行などの徴収強化による歳入確保

を推進する。 

  イ 行政財産目的外使用料への入札制度の導入など、新たな歳入確保の方策を検討す

る。 
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（５）特別会計の健全化 

 ① 網走港整備特別会計 

  土地売却の促進と港湾施設使用料収入の確保により健全化を図る。 

 

 ② 能取漁港整備特別会計 

  土地売却並びに利用の促進を図るとともに、計画期間中は累積赤字額を増加させない

ことを基本とし、将来的な特別会計の財政のあり方を検討する。 

 

 ③ 流氷館特別会計 

  流氷館施設使用料収入の増収と徹底した経費削減を図るとともに、経営主体を含め抜

本的な見直しを検討する。 

 

３ 取組みの効果額 

 

（１）総人件費の抑制    

計画期間中の「総人件費の抑制」に係る取組みの効果額は、３.３億円を見込む。 

 ◆ 計画期間中の効果額見込み                 （単位：百万円） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 合計 

効果額見込み ― 75  76  87 95  333  

 

（２）歳出削減の取組み 

計画期間中の「歳出削減の取組み」に係る効果額は、１２.８億円を見込む。 

 ◆ 計画期間中の効果額見込み                 （単位：百万円） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 合計 

効果額見込み ― 320  320  320  320  1,280  

 

（３）歳入確保の取組み 

計画期間中の「歳入確保の取組み」に係る効果額は、０.４億円を見込む。 

 ◆ 計画期間中の効果額見込み                 （単位：百万円） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 合計 

効果額見込み ― 10  10  10  10  40  
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４ 取組み後の収支等の見込み 

 

（１）収支の見込み 

計画期間中の収支不足は、次のとおり約１１億円に縮小する見込みである。 

 ◆ 収支の見込み                       （単位：百万円） 

年度 H24 H25 H26 H27 合計 

中期財政収支見通し      （ａ） △495 △622 △543 △1,074 △2,734 

行政改革の効果額     （ｂ） 405 406 417 425 1,653  

行政改革後の収支不足額（ａ＋ｂ） △90 △216 △126 △649 △1,081 

 

（２）基金残高の見込み 

上記収支不足額は基金の取り崩しで対応するが、計画期間最終年である平成２７年度

末における取り崩し可能な基金の残高は、約１２億円を確保できる見込みである。 

 ◆ 基金残高の見込み                     （単位：百万円） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 

基金繰入額 ― 90 216 126 649 

収支不足基金繰入後残高見込み 2,249 2,159 1,943 1,817 1,168 

 

（３）市債残高の見込み 

計画期間中の市債残高の推移は、減少傾向となる見込みである。 

 ◆ 市債残高の見込み                     （単位：百万円） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 

中期財政収支見通し残高 35,916 34,307 33,076 31,690 32,001 

 

 

第４ 市民満足の向上の取組み 

 

（１）組織機構の見直し 

新たな行政課題や多様な市民ニーズに対応するためには、施策の推進や業務の状況等

に応じた組織の統廃合をはじめ、内部的、定型的な業務又は関連する業務の集約化など

を図り、時代に即応した組織機構としていかなければならない。 
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このため、「健康な市民」「健康な経済」「健康なまち」の３つの柱を軸として、「健康」

をキーワードとした様々な政策の展開を可能とする戦略的な組織機構づくりを行う。 

◆ 主な内容 

  ア 「健康」をキーワードとした政策推進体制を構築する。 

  イ 「こども」という観点からの政策推進体制を構築する。 

  ウ 産業振興に関する政策推進体制の見直しを行う。 

  エ 複数部署が所管する類似業務（施設管理を含む。）の所管の見直しを行う。 

 

（２）市民サービス向上の取組み 

  市民の立場に立った便利で利用しやすい行政サービスを提供するため、窓口業務の集

約化や申請手続き等のさらなる簡素化を図るとともに、利用実態と費用対効果を踏まえ

て公共施設の開設時間を検討する。 

 ◆ 主な内容 

  ア 本庁舎の窓口業務を１階と２階に集約する。 

  イ 各種窓口業務の申請手続きの簡素化を図る。 

  ウ 公共施設の祝日開館や開館時間の延長等を検討し、可能なものから順次実施する。 

 

（３）協働の取組み 

  市民や団体、企業、ＮＰＯ等の様々な主体と市が、それぞれの役割分担のもとで連携・

協働してまちづくりに取り組めるよう、市民等が主体となったまちづくりの取組みを支

援するとともに、、、、必要な情報を分かりやすく、タイムリーに伝えることができる広報の

あり方を工夫し、市民の意見やアイデアを広く聴く「みんなの市長室」の実施や、関係

団体・機関との意見交換の機会を拡大するなど、広報・広聴機能を強化する。 

また、市民参加型のまちづくりのモデル事業の導入を検討する。 

 ◆ 主な内容 

  ア 町内会等による自主防災組織の組織率の向上を図るための支援を行う。 

  イ ホームページのほか、フェイスブックやツイッター等を活用し、広報機能の充実・

強化を図る。 

  ウ 市民・団体等との意見交換の機会拡大等により、広聴機能の充実・強化を図る。 

  エ アダプトプログラムによる道路や公園などの整備及び維持管理を検討する。 
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第５ 市役所の活性化の取組み 

 

（１）人材育成の取組み 

  効率的に質の高い行政サービスを提供するため、各種研修メニューや職場環境のさら

なる充実を図ることにより、職員の意欲の高揚や、より専門的な知識・技能の習得、政

策形成能力の向上を図る。 

 ◆ 主な内容 

  ア 管理職員の、行政経営の視点に立った部下の指導・育成能力や職場を活性化させ

るマネジメント能力の向上のため、研修の充実を図る。 

  イ 一般職員の、職種に応じた専門的な知識・技能、コミュニケーション能力や政策

形成能力等の向上のため、研修の充実を図る。 

  ウ 新規採用職員の、公務員としての基礎的知識・技能及び接遇の習得、並びに職務

への適応力の養成や意識の醸成のため、研修の充実を図る。 

 

（２）人事評価の取組み 

  人事評価については、現在、管理職を対象に実施しているが、職員の意識改革や能力

開発を促し、ひいては組織全体の活性化を図るため、全職員への人事評価システムの導

入を検討する。 
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第３次網走市行政改革推進計画

財政の健全化市民満足の向上

歳出削減

総人件費の抑制

特別会計の健全化

歳入確保

組織機構の見直し

人事評価

人材育成

公共施設の見直し

協働の取組み

市民サービスの向上

市
民
に
向
け
て

単年度収支の均衡

基金活用

市
役
所
の
活
性
化

中
期
財
政
収
支
見
通
し
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